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告 示

栃 木 県 告 示 第 三 百 七 十 四 号

　 急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 、 次 の 区 域 を 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 に 指 定 す る 。

　 な お 、 関 係 図 書 は 、 栃 木 県 県 土 整 備 部 砂 防 水 資 源 課 及 び 栃 木 県 安 足 土 木 事 務 所 に お い て 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 平 成 二 十 九 年 八 月 十 四 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

一 　 ㈠ 　 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 の 名 称 　  長 林 寺 南

　 ㈡ 　 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 の 表 示 　

　 次 に 掲 げ る 地 番 の 土 地 に 存 す る 標 柱 一 号 か ら 六 号 ま で を 順 次 結 ん だ 線 及 び 標 柱 一 号 と 六 号 を 結 ん だ 線

に 囲 ま れ た 土 地 の 区 域

市 町 村 名 大 字 名 字 　 名 地 番 標 柱 番 号

足 利 市 山 川 町 入 寺 一 一 四 五 番 一 一 号 か ら 四 号 ま で

同 同 同 一 一 四 五 番 一 五 五 号

同 同 同 一 一 四 五 番 二 〇 六 号

二 　 ㈠ 　 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 の 名 称 　 磯 川 原 Ａ

　 ㈡ 　 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 の 表 示

　 次 に 掲 げ る 地 番 の 土 地 に 存 す る 標 柱 一 号 か ら 十 号 ま で を 順 次 結 ん だ 線 及 び 標 柱 一 号 と 十 号 を 結 ん だ 線

に 囲 ま れ た 土 地 の 区 域

市 町 村 名 大 字 名 字 　 名 地 番 標 柱 番 号

佐 野 市 柿 平 町 中 山 尾 ノ 窪 一 三 〇 五 番 一 号

同 水 木 町 磯 川 原 四 番 二 号 及 び 三 号

同 同 同 二 四 番 五 四 号

同 同 同 二 四 番 四 五 号

同 同 同 七 五 番 地 先 国 有 地 六 号
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佐 野 市 水 木 町 倉 骨 一 一 五 番 ・ 一 一 六 番 合 併 七 号

同 同 斧 窪 二 番 八 号

同 同 倉 骨 八 一 番 ・ 八 二 番 合 併 九 号

同 同 斧 窪 三 番 十 号

（ 砂 防 水 資 源 課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第375号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定し
たので、同法第21条の５の24の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年８月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0951100064 ＣＯＣＯサ
ポートセン
ターゆず

矢 板 市 片 岡
2096-73

一般社団法人
ＦｉｖｅＬｅ
ａｆ

矢 板 市 木 幡
2549-８

平成29年
８月１日

児童発達支援
放課後等デイ
サービス

0950100511 グローバル
キッズメソッ
ド14

宇都宮市西原
１-５-18

ハッピーライ
フケア株式会
社

東 京 都 台 東
区 東 上 野 ２-
22-１

平成29年
８月１日

放課後等デイ
サービス

0950100529 フレンズジム
南宇都宮

宇都宮市明保
野町５-８サン
ダービルⅢ

株 式 会 社
ビー・フレン
ズ

神奈川県横浜市
中区弁天通４-
67-１馬車道ス
クエアビル

平成29年
８月１日

児童発達支援
放課後等デイ
サービス

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第376号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規
定する指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第51条の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年８月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0911300556 ドリームライ
ジング

那須塩原市高林
377-６

合同会社ド
リームライジ
ング

那須塩原市高林
377-６

平成29年
８月１日

就労継続支援
Ｂ型

0912600137 多機能型障害
者就労支援事
業所わーくり
んく宝石台

高根沢町宝石台
５-７-９カネサ
ビ ル 宝 石 台
203・204号室

えむつーあし
すと株式会社

宇都宮市中央
３-１-４栃木県
産業会館３階

平成29年
８月１日

就労移行支援
就労継続支援
Ａ型

0912300399 第一縁人 野木町佐川野字
中妻1361-10

特定非営利活
動法人縁人

野木町野木2061 平成29年
８月１日

就労継続支援
Ｂ型

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第377号
　飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第56条第７項及び飼料の安全性の
確保及び品質の改善に関する法律施行令（昭和51年政令第198号）第11条第４項の規定により、平成29年４月
から同年６月までの間に検査した収去飼料の分析結果の概要を次のとおり公表する。
　　平成29年８月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　栄養成分に関する検査

製 造 事 業 場 等
の 名 称 及 び
所 在 地

収 去 場 所 飼料の名称
製 造
（輸入）
年 月

試 験 項 目
違反の有無
及 び 違 反
の 内 容

宇都宮市
全国酪農業協同
組合連合会栃木
TM R供給セン
ター

同左 栃酪ラクト
ミックス

H29.５ 栄養成分等－粗たん白質、粗脂
肪、粗繊維、粗灰分カルシウム、
りん

無

那須塩原市
カワサキコーポ
レーション株式会
社黒磯営業所

同左 麦 コ ー ン
ビート

H29.６ 栄養成分等－粗たん白質、粗脂
肪、粗繊維、粗灰分カルシウム、
りん

無

群馬県太田市
JA東日本くみあ
い飼料株式会社太
田工場

大田原市
県域物流大
田原配送セ
ンター

くみあい配
合飼料FP
のびやか育
成

H29.5 栄養成分等－粗たん白質、粗脂
肪、粗繊維、粗灰分カルシウム、
りん

無

注）１　試験項目の欄には、栄養成分等－粗たん白質等の検査項目ごとに記載する。
　　２ 　違反の有無及び違反の内容の欄には違反の有無を記載し、表示量に対して過不足があった場合には

その成分名、試験値及び過不足の量を、原材料について違反があった場合にはその内容を、それぞれ
記載する。

２　安全性に関する検査

製 造 事 業 場 等
の 名 称 及 び
所 在 地

収 去 場 所
飼料又は飼
料 添 加 物
の 区 分

飼料又は飼
料 添 加 物
の 名 称

製 造
（輸入）
年 月

試 験 項 目
違反の有無
及 び 違 反
の 内 容

宇都宮市
全国酪農業協同
組合連合会栃木
TM R供給セン
ター

同左 飼料 栃酪ラクト
ミックス

H29.５ 重金属－カドミウ
ム、ヒ素、鉛

無

那須塩原市
カワサキコーポ
レーション株式会
社黒磯営業所

同左 飼料 麦 コ ー ン
ビート

H29.６ 重金属－カドミウ
ム、ヒ素、鉛

無

群馬県太田市
JA東日本くみあ
い飼料株式会社太
田工場

大田原市
県域物流大
田原配送セ
ンター

飼料 くみあい配
合飼料 FP
のびやか育
成

H29.５ 重金属－カドミウ
ム、ヒ素、鉛

無

注）１　試験項目の欄には、重金属－カドミウム等の検査項目ごとに適宜区分し記載する。
　　２ 　違反の有無及び違反の内容の欄には違反の有無を記載し、違反が認められた場合には、その違反の
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内容、違反となった試験項目及びその試験値を記載する。
（畜産振興課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第378号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成29年８月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

北 半 田 土 地 改 良 区 平成29年７月28日

思 川 土 地 改 良 区 平成29年７月28日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第379号
　次の事業の土地改良事業計画を変更したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第６項にお
いて準用する同法第87条第５項の規定により公告する。
　なお、同法第87条の３第６項において準用する同法第87条第５項の規定により、変更後の土地改良事業計画
書の写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定については、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に同法第87条の３第６項にお
いて準用する同法第87条第６項の審査請求をすることができる。
　　平成29年８月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 縦 覧 期 間 審 査 請 求 期 限 所轄農業振興事務所

県営小貝川沿岸２期地区土地改良（区
画整理）事業

平成29年８月15日から
同年９月11日まで

平成29年９月26日 芳賀農業振興事務所

県営益子西部地区土地改良（区画整
理）事業

平成29年８月15日から
同年９月11日まで

平成29年９月26日 芳賀農業振興事務所

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────


